
2017-015 

 
 

 

 

 

 

1 

 

2018 年 3 月 23 日 

経営サポートセンター リサーチグループ 

主査 関 悠希 

Research Report 

 

「特別養護老人ホーム開設時実態調査」の結果について 
 

今般、福祉医療機構で近年開設した特別養護老人ホームについて、整備段階から開設後 2 年以内

までの入所者や人材確保の状況を調査した。 

開設後の利用率は徐々に右肩上がりで上昇する傾向にあり、開設時の 28.9%から開設 1 年 6 ヶ月

目の時点では 88.5%となっていた。初期の利用率は今次特養の開設に伴い設立された新設法人と既

設法人で顕著な差がみられ、開設時から 3 ヶ月目までの利用率は既設法人が新設法人を上回ってい

た。これは既設法人が持つネットワークや資源が入所者確保に優位であるためとみられる。 

施設の安定稼働には入所者と職員の確保が重要であるが、入所者確保においては、開設前は居宅

介護支援事業所や他の福祉医療施設との連携が効果的であり、開設後の入所者確保には関係施設と

の連携のほか見学会や居宅訪問等についても効果がみられた。 

職員の採用は平均して開設 7.5 カ月前から開始していた。内定辞退や人材確保難、開設前の繁忙

を踏まえ、採用は早期開始が望ましいとする声が多くあった。なお、87.2%の施設が介護職員の確保

に苦労していた。効果のあった採用活動としては、ハローワークや新聞折り込み広告、転職サイト

などが挙げられた。 

職員については確保のほか定着も重要である。新設法人では 44.6%が 1 年 1 カ月目までに退職す

るなど高い退職率だった。退職理由としては新設法人、既設法人ともに職場の人間関係や福祉業界

への転職が多かった。 

職員不足等により開設時点で一部休床や受入れ制限をしている施設は 35.9%あり、職員の確保お

よび定着は重要な課題の一つといえる。 

なお、開設から 2 年以内の時点で待機者のいない施設が全体の 8.0%あった。今後、施設の開設を

検討するにあたっては、まずはニーズの調査を十分に行うこと、そのうえで入所者および職員の確

保を効率的に行う方法を検討していくことが求められる。 

 

はじめに 

福祉医療機構（以下「機構」という。）では、

今後、特別養護老人ホーム（以下「特養」とい

う。）の開設を検討している事業者に対して、

円滑な施設運営に資する情報を提供することを

目的に、近年開設した特養について、整備段階

から開設後に至るまでの入所者や人材確保の状

況について調査を実施した。 

本レポートでは調査結果を基に、工事に係る

期間や開設時からの利用率の推移、入所者およ

び人材確保の状況や確保に向けた取組みについ

てみていき、それぞれにおける留意点等を考察

する。 

なお、本調査の詳細な結果については別途「平

成 29 年度特別養護老人ホーム開設時実態調査」

として取りまとめ、機構ホームページにおいて

公表しており、そちらも参照されたい。 
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1 調査の概要 

対 象 
平成 27 年 8 月 1 日～平成 28 年 7 月

31 日までに開設した特養 155 施設 

回 答 数 78 

有効回答数 78 

有効回答率 50.3% 

実 施 期 間 
平成 29 年 8 月 1 日（火）～ 

平成 29 年 9 月 12 日（火） 

方 法 Web アンケート 

 

2 施設の概要 

【利用率は開設時 28.9%→6 ヶ月目 69.8%

→1 年 6 ヶ月目 88.5%と推移】 

2.1 回答施設の属性 

回答施設の 20.5%は、今次特養の開設に伴っ

て、新規に設立された法人だった（図表 1）。 

定員規模は「60 人以上 89 人以下」の施設が

32.1％ともっとも多く、「90人以上119人以下」

が 26.9％と続いた（図表 2）。 

居室タイプは 91.0%がユニット型個室であり、

残りはユニット型個室と多床室といった複数の

居室タイプの組み合わせだった（図表 3）。 

他の事業の併設状況では、ショートステイ 1

を 39.7％、老人デイサービスを 34.6％の施設が

併設していた（図表 4）。 

 

（図表 1） 新設法人・既設法人の割合 

 

注）数値は四捨五入しているため、合計・内訳が一致しない場合

がある（以下、記載がない場合は同じ） 

資料出所：福祉医療機構（以下、記載がない場合は同じ） 

 

（図表 2） 定員規模 

 

 

（図表 3） 居室タイプ 

 

 

（図表 4） 併設事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新設

20.5%

既設

79.5%

19.2%

15.4%

32.1%

26.9%

6.4%

29人以下

30人以上59人以下

60人以上89人以下

90人以上119人以下

120人以上

ユニット

型個室

91.0%

その他

9.0%

n=78 

n=78 

n=78 

 

ショートステイ

 

老人デイサービス

併設なし

併設あり

n=78 

39.7% 

60.3% 

34.6% 

65.4% 

平均定員：14.3 人 

特養の定員に対す

る定員割合：18.6% 

平均定員：22.7 人 

特養の定員に対す

る定員割合：29.2% 

平均：71.4 人 
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2.2 利用率の推移 

開設時から開設後 1 年 6 カ月目までの特養、

特養に併設するショートステイおよび老人デイ

サービスの利用率の推移を表したのが図表 5 で

ある。いずれも開設時は低調であるが、時間が

経過するにつれて右肩上がりで利用率は上昇し

ている。 

特養の全体平均は 28.9％からスタートし、6

カ月目で 69.8%、1 年 1 カ月目で 85.8％、1 年 6

カ月目で 88.5％となっている。全国のユニット

型特養の平均利用率は 94.4％2であるが、今次

調査対象施設のうち 1 年 6 カ月目で利用率が

90%以上となった施設は約半数に留まっている。 

開設からすぐに埋まるのではなく、徐々に稼

働が上がっていくのが特徴的である。また、1

年 6 カ月目でも特養全体の平均利用率より約 6

ポイント低いことから、開設から満床近くまで

到達するにはさらに時間のかかることがわかる。 

なお、特養の利用率を新設法人、既設法人別

にみると、6 ヶ月目にはほぼ同じ約 7 割に到達

するが、1 ヶ月目から 3 ヶ月目までの利用率は

既設法人が新設法人を上回っており、既設法人

において滑り出しが順調だった。これは後述す

るが、既設法人ならではのネットワークを活用

した入所者確保の成果であると思われる。 

 

 

（図表 5） 各事業の利用率（平均）の推移 
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3 工事開始から施設開設までの状況 

【2 割弱が工事期間の長期化により開設日

を後ろ倒しに。建設業者の人材、資材確保

難が影響】 

 工事期間は平均で 361.2 日と着工から竣工ま

で約 1 年、小規模施設（定員 29 人以下）は約 9

か月と短めだった（図表 6）。開設までの工事

期間は 32.1%が予定より長期化しており（図表

7）、長期化した理由でもっとも多かったのが｢建

設業者の人員確保が難しかった｣（44.4%）、次

に｢建設資材・機材の確保が難しかった｣（40.0%）

と建設工事に係る理由が多く挙げられた（図表

8）。 

 工事期間が長期化したうち、56.0%がこれを

理由に開設日を後ろ倒ししており、昨今の建設

業界における人材不足や資材不足の影響が施設

整備にも及んでいる様子がわかる。施設整備に

おいては地域の建設事情により、必要に応じて

工事期間に幅を持たせることが求められる。 

 

（図表 6） 工事期間 

全体 
小規模施設 

（n=15） 

中規模施設 

（n=40） 

大規模施設 

（n=23） 

361.2 日 263.3 日 384.3 日 384.9 日 

注）小規模施設:定員 29 人以下、中規模施設:定員 30 人以上 99 人

以下、大規模施設:定員 100 人以上 

 

（図表 7）工事の進行状況 

 

 

（図表 8） 工事が長期化した理由（複数回答）

（n=25） 

 

4 入所者の確保 

4.1 開設前の取組み 

【開設前の入所者確保には居宅介護支援事

業所や他の福祉医療施設との連携が効果的】 

（1）入所者確保のために実施した取組み 

新設法人と既設法人では初期の利用率に差が

みられたため、新設法人と既設法人別に開設前

に実施した入所者確保のための取組みをみた。 

いずれももっとも多くの施設で実施していたの

が｢居宅介護支援事業所への連絡｣であり、新設

法人で 93.8%、既設法人で 80.6%だった（図表

9）。 

全体の傾向として、新設法人が｢行政への連

絡｣（75.0%）や｢他法人福祉施設への連絡｣

（62.5%）、｢他法人医療施設への連絡｣（56.3%））

といった外部の機関を活用しているのに対し、

既設法人は｢同法人福祉施設への連絡｣が 66.1%

と法人内のネットワークを活用し、入所者確保

に取り組んでいた。 

予定

どおり

67.9%

長期化

した

32.1%

建設業者の人員確保が困難だった 44.4% 

建設資材・機材の確保が困難だった 40.0% 

行政機関との手続きで時間が掛った 8.0% 

金融機関等との手続きで時間が掛った ― 

その他 36.0% 

n=78 
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（図表 9）開設前に実施した入所者確保のための

取組み（新設法人・既設法人別）（複数回答） 

 

注）新設法人における｢同法人医療施設への連絡｣｢同法人福祉施設

への連絡｣の“同法人”とはグループ法人も含む 

 

（2）入所者確保に効果があった取組み 

実際に効果があった取組みを有効率としてみ

たのが図表 10 である。有効率は効果が感じられ

た上位 3 つの取組みについて、それぞれ順位に

応じて重み付けをしたスコアを付与し、合計得

点を取組みの実施数で除したものである。有効

率では図表 9 で実施割合が低いものであっても、

効果が感じられれば高い数値となり、数値が高

ければ高いほどパフォーマンスの良い取組みと

いうことになる。 

新設法人、既設法人いずれにおいても有効率

が高かったのが｢居宅介護支援事業所への連絡｣

（新設法人 133.3%、既設法人 174.0%）や｢他法

人福祉施設への連絡｣（同 190.0%、112.5%）、

「チラシ等紙媒体による宣伝」（同 120.0%、

117.9%）、｢同法人医療施設への連絡｣（同

160.0%、140.0%）、｢同法人福祉施設への連絡｣

（同 100.0%、143.9%）だった。 

以上の結果からは居宅介護支援事業所や福祉

施設、医療施設といった、特養に入所するにふ

さわしい高齢者を把握している機関へ連絡を行

うことにより、効果的な入所申込みにつながっ

ていることが推察される。特養においては要介

護 3 以上の入所要件もあるため、地域の高齢者

に広く開設をアピールすることもさることなが

ら、地域の高齢者の状態を詳細に把握している

機関との連携がより重要といえるだろう。 

既設法人において初期の利用率が高いのは、

既築のネットワークや法人内の施設等、入所者

確保のための活用可能な資源が豊富なことによ

るものと思われる。地域との結びつきが薄い新

設法人は、初期は入所者確保に苦戦することが

多いと思われるが、新設法人、既設法人ともに

肝心な点は入所要件を満たす高齢者の紹介につ

ながる機関と接点を持つことである。 

 

（図表 10）開設前の入所者確保の取組みにおけ

る有効率（新設法人・既設法人別） 

 

注）有効率は効果が大きかった取組みとして上位 3 位に挙げられ

た数（第 1 位を 3 ポイント、第 2 位を 2 ポイント、第 3 位を 1 ポ

イントとしてスコア化）を取組みの実施数で除して算出（以下、

記載がない場合は同じ） 

66.1%

24.2%

8.1%

58.1%

41.9%

72.6%

45.2%

25.8%

56.5%

80.6%

18.8%

25.0%

31.3%

56.3%

56.3%

62.5%

62.5%

62.5%

75.0%

93.8%

同法人福祉施設への連絡

居宅訪問

同法人医療施設への連絡

ホームページの整備

他法人医療施設への連絡

施設見学会の開催

チラシ等紙媒体による宣伝

他法人福祉施設への連絡

行政への連絡

居宅介護支援事業所への連絡

新設(n=16） 既設(n=62）

143.9%

54.0%

140.0%

44.4%

111.5%

66.7%

117.9%

112.5%

91.4%

174.0%

100.0%

50.0%

160.0%

0.0%

133.3%

60.0%

120.0%

190.0%

75.0%

133.3%

同法人福祉施設への連絡

居宅訪問

同法人医療施設への連絡

ホームページの整備

他法人医療施設への連絡

施設見学会の開催

チラシ等紙媒体による宣伝

他法人福祉施設への連絡

行政への連絡

居宅介護支援事業所への連絡

新設(n=16） 既設(n=62）
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4.2 開設後の取組み 

【開設後の入所者確保には関係施設との連

携のほか見学会や居宅訪問も効果あり】 

（1）入所者確保のために実施した取組み 

開設後の入所者確保のための取組みでは、新

設法人、既設法人ともに「居宅介護支援事業所

への連絡」がもっとも多かった（新設法人 87.5%、

既設法人 72.6%）（図表 11）。ほかには「他法

人福祉施設への連絡」（同 43.8%、35.5%）や

「他法人医療施設への連絡」（同 75.0%、48.4%）、

「同法人他施設への連絡」（同 18.8%、69.4%）

といった、前項でみたように高い効果のあった

取組みを実施している施設が多かった。 

 

（図表 11）開設後に実施した入所者確保のため

の取組み（新設法人・既設法人別）（複数回答） 

 

 

（2）入所者確保に効果があった取組み 

入所前と同様に取組みの有効率をみると、開

設前と同様に「居宅介護支援事業所への連絡」

（新設法人 250.0%、既設法人 228.9%）や「他

法人福祉施設への連絡」（同 357.1%、177.3%）、

「同法人他施設への連絡」（同 133.3%、144.2%）

が高い有効率となっており、「居宅介護支援事

業所への連絡」や「他法人福祉施設への連絡」

は入所前よりも数値が上昇していた（図表 12）。 

この結果の解釈としては、効果があるためさ

らに取組みを強化している一方で、徐々に関係

機関との協力体制が構築されてきているととら

えることができる。 

興味深いのは既設法人において「施設見学会

の開催」（90.0%）および「ホームページの整

備」（81.3%）の有効率が開設前と比較して上

昇していることである。施設見学会については、

開所前よりも実際に入所者が生活している様子

が垣間みられる開設後の方が効果的であると思

われる。同様の理由でホームページについても、

空床状況のほか施設の様子やイベントの実施状

況等を発信することで、入所候補者の家族に対

して施設入所後の生活がイメージしやすくなり、

好印象を与える効果も期待できるのではないだ

ろうか。 

また、「居宅訪問」は新設法人、既設法人と

もに有効率が上昇していた。これについては併

設のショートステイおよび老人デイサービスの

利用や、居宅介護支援事業所との情報共有等を

通じて入所につながる高齢者を把握しやすくな

ったことが要因の一つとして考えられる。今次

調査では約 4 割の施設においてショートステイ

および老人デイサービスを併設していたが、特

養の入所につなげるためにも、こうした事業を

実施すること、また軌道に乗せることは特養が

安定的に稼働するポイントになると思われる。 

開設後の入所者確保のために求められること

は、関連する事業所や施設と協力体制を構築す

ること、施設の雰囲気を実際につかんでもらう

ための取組みを行うこと、自施設でもなるべく

入所候補者を把握することがポイントとなる。

開設後は開設前よりも多様な手段を駆使し、入

所者確保につなげることが望ましい。 

11.3%

9.7%

69.4%

51.6%

48.4%

16.1%

19.4%

35.5%

32.3%

72.6%

6.3%

18.8%

18.8%

50.0%

75.0%

0.0%

0.0%

43.8%

25.0%

87.5%

とくになし

居宅訪問

同法人他施設への連絡

ホームページの整備

他法人医療施設への連絡

施設見学会の開催

チラシ等紙媒体による宣伝

他法人福祉施設への連絡

行政への連絡

居宅介護支援事業所への連絡

新設(n=16） 既設(n=62）
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（図表 12）開設後の入所者確保の取組みにおけ

る有効率（新設法人・既設法人別） 

 

 

5 人材確保の取組み 

5.1 採用状況 

（1）採用開始時期 

【採用は平均して開設 7.5 カ月前から開始。

内定辞退や人材確保難、開設前の繁忙を踏

まえると早期開始が望ましい】 

職員採用の開始時期は平均で開設 7.5 か月前

となっており、開設 6 カ月前に開始した施設が

もっとも多く、開設 12 か月以上前から採用を開

始した施設も一定数あった（図表 13）。 

職員の採用時期については「もっと早期に始

めていればよかった」といった反省の声が複数

あった。人材不足による採用の難航も背景にあ

るが、開設前の様々な準備に追われ、採用活動

に十分に時間が割けなかったという事情も聞か

れた。 

また、採用予定者が一定程度集まったために

中断したが、内定辞退者が続出したため「採用

活動を中断するべきではなかった」といった声

もいくつかみられた。後述するが、人材不足が

施設運営にもたらす影響は大きいため、採用活

動についてはなるべく早期から開始すること、

また内定辞退者や早期退職者が出ることを想定

し、必要数を確保した後でも採用活動を継続す

ることが望ましいと思われる。 

 

（図表 13）職員採用の開始時期 

 

 

（2）採用人数 

【開設時の定員 10 人当たり職員数は 5.84

人。約9割の施設が介護職員の確保に苦労】 

開設 3 か月前から開設 1 年 1 カ月目までの採

用職員数について、定員 10 人当たりでみたのが

図表 14 である。開設時の採用数は合計で 5.84

人、うち介護職員が 4.14 人となっており、8 割

が常勤職員だった。開設時の職員の充足率（実

際の採用職員数を開設時に希望する職員数で除

したもの）は合計で 90.1%と 100%に満たない

こともあり、開設 1 年 1 カ月目の時点では開設

時よりもさらに職員数が増加している。 

充足率でみると介護職員が開設時 88.0%と介

護職員以外の 95.5%に比べて低い。確保に苦労

した職種としても介護職員が 87.2%ともっとも

多く挙げられており（図表 15）、開設までに十

分な介護職員を揃えることが困難なことがわか

る。なお、充足率については新設法人、既設法

人で差はみられなかった。職員確保はノウハウ

のある既設法人においても容易ではないという

83.3%

144.2%

81.3%

103.3%

90.0%

66.7%

177.3%

65.0%

228.9%

100.0%

133.3%

25.0%

83.3%

0.0%

0.0%

357.1%

75.0%

250.0%

居宅訪問

同法人他施設への連絡

ホームページの整備

他法人医療施設への連絡

施設見学会の開催

チラシ等紙媒体による宣伝

他法人福祉施設への連絡

行政への連絡

居宅介護支援事業所への連絡

新設(n=16） 既設(n=62）

0

5

10

15

20

25

30
施設数 n=78 

平均：開設 7.5 か月前 
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ことだろう。 

介護職員の確保に苦労した理由（自由記述）

からは①地域の労働人口が少ない、②求める水

準に見合った人がいない、③人気がない、の 3

つに大別できた。具体的な例では、②では「有

資格者や経験者、夜勤可能な者の応募がなかっ

た」、③では「賃金水準や福利厚生が他の業種

と比較して劣っていた」などがあった。 

ちなみに看護職員の確保に苦労した施設も

44.9%あったが（図表 15）、理由としては「特

養での勤務経験者がいなかった」といったもの

のほか、「医療機関に比べ給与が低かった」「介

護業界より医療業界を志望する人が多かった」

といった理由も複数挙げられた。看護職員の確

保については医療機関と競合している状況もう

かがえた。 

 

（図表 14）定員 10 人当たり採用職員数および充足率（n=78） 

 開設 3 か月前 
 

開設時 
 開設 1 年 1 カ

月目 充足率 充足率 

合計 3.56 人 54.4% 5.84 人 90.1% 7.06 人 

 うち常勤職員 3.03 人  4.79 人  5.34 人 

 うち非常勤職員 0.52 人 1.00 人 1.53 人 

 うち派遣職員 0.01 人 0.05 人 0.18 人 

介護職員 2.46 人 51.6% 4.14 人 88.0% 5.11 人 

 うち常勤職員 2.14 人  3.48 人  3.95 人 

 うち非常勤職員 0.31 人 0.63 人 1.00 人 

 うち派遣職員 0.01 人 0.04 人 0.16 人 

介護職員以外 1.10 人 62.0% 1.69 人 95.5% 1.95 人 

 うち常勤職員 0.90 人  1.32 人  1.40 人 

 うち非常勤職員 0.21 人 0.37 人 0.53 人 

 うち派遣職員 0.00 人 0.01 人 0.03 人 

注）充足率は採用数を開設時に希望する職員数で除して算出 

 

（図表 15）確保に苦労した職種（複数回答）（n=78） 

介護職員 87.2% 

看護職員 44.9% 

介護支援専門員 11.5% 

相談員 7.7% 

医師 6.4% 

PTST 6.4% 

栄養士 5.1% 

調理員 3.8% 

事務員 ― 

その他 ― 

とくになし 10.3% 

 

（3）給与 

【経験 3 年の介護福祉士の平均給与は約 21

万円】 

介護職員の給与月額（23 歳・専門学校卒・介

護職として現場経験 3 年・介護福祉士資格あり

とした場合）の平均は 212,576 円、最大値は

286,730円、最小値は145,000円となっており、

20 万円以上 21 万円未満の範囲がもっとも多か

った（図表 16）。なお、給与月額について、新

設法人、既設法人で差はみられなかった。 
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（図表 16）介護職員の給与月額 

【条件】23 歳・専門学校卒・介護職として現場

経験 3 年・介護福祉士資格ありの場合 

 

注）金額には手当等含む 

 

（4）採用活動 

【効果のあった採用活動はハローワークや

新聞折り込み広告、転職サイトなど】 

（ⅰ）開設までに実施した採用活動 

開設までに常勤職員の募集のために使用した

媒体・経路について新設法人、既設法人別にみ

ると、いずれの法人とも「ハローワーク」をも

っとも使用していた（新設法人 100.0%、既設法

人 95.2%）。次いで新設法人では「新聞折り込

み広告」（93.8%）、既設法人では「法人ホー

ムページ」（87.1%）が多かった。 

新設法人では｢ハローワーク｣と｢新聞折り込

み広告｣が、既設法人では｢ハローワーク｣と｢法

人ホームページ｣が職員募集のための主要なツ

ールとなっていることがわかる。 

（図表 17）常勤職員の募集のために開設までに

使用した媒体・経路（複数回答） 

 

注 1：「資格取得のための実習受入れ」は法人内の別施設におけ

る実績 注 2：「新卒者採用サイト」はリクナビ・マイナビ等（以

下、記載がない場合は同じ） 

 

（ⅱ）効果のあった採用活動 

実際に効果のあったツールについて、入所者

確保と同様に有効率でみると、もっとも使用し

ている割合が高かった「ハローワーク」は有効

率も新設法人 187.5%、既設法人 144.1%ともっ

とも高かった。新設法人において 2 番目に実施

割合が高かった「新聞折り込み広告」は新設法

人、既設法人ともに高い有効率だった（新設法

人 166.7%、既設法人 139.0%）。一方で、既設

法人で 2 番目に実施割合が高かった「法人ホー

ムページ」は新設法人で 27.3%、既設法人で

40.7%と低い数値だった。 

そのほか新設法人では「転職サイト」（125.0%）

も有効率が高かった。介護職員の確保に苦労し

た理由として、経験者や有資格者の応募が集ま

らないといった声があったが、法人内から経験

者や有資格者を確保できない新設法人において

は、転職サイトがそういった人材を確保するの

に有効なツールになっているものと思われる。 

1.3%

0.0%

6.4%

6.4%

1.3%

12.8%

16.7%

11.5%

15.4%

11.5%

9.0%

5.1%

1.3%

0.0%

1.3%

～150,000

～160,000

～170,000

～180,000

～190,000

～200,000

～210,000

～220,000

～230,000

～240,000

～250,000

～260,000

～270,000

～280,000

～290,000

（円）

3.2%

22.6%

21.0%

33.9%

37.1%

19.4%

38.7%

25.8%

59.7%

32.3%

67.7%

58.1%

56.5%

61.3%

87.1%

66.1%

95.2%

0.0%

0.0%

6.3%

6.3%

25.0%

25.0%

25.0%

25.0%

37.5%

37.5%

43.8%

43.8%

50.0%

62.5%

68.8%

93.8%

100.0%

とくになし

資格取得のための実習受入れ

教員やOBを通じた推薦・仲介

人材紹介会社

学校訪問（説明会等への参加）

アルバイト求人サイト

新卒者採用サイト

転職サイト

福祉人材センター（社協）

施設入口等の掲示板

合同説明会への参加

求人情報誌

学校訪問（就職課等への働きかけ）

職員からの紹介

法人ホームページ

新聞折り込み広告

ハローワーク

新設(n=16) 既設（n=62）

平 均：212,576 円 

最大値：286,730 円 

最小値：145,000 円 

n=78 
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（図表 18）常勤職員の募集のための媒体・経路

の有効率 

 

 

（ⅲ）採用活動時にアピールした点 

採用にあたってアピールした点（自由記述）

としては、①福利厚生・研修制度、②職場環境、

③施設の特色、の 3 つに大別できた。 

①福祉厚生・研修制度では｢有休の取得しやす

さや残業なし、昼食代の補助、資格取得支援制

度、職員専用の保育室｣、②職場環境では｢平均

年齢の若さ、アットホームな環境、チームワー

クの良さ、女性用パウダールームの設置｣、③施

設の特色では｢ケアの方針、福祉に対する理念、

看取りへの取組み｣等が挙げられていた。 

人材不足のなか職員を確保するには、上記に

挙げた取組みについては、最低でも実施してお

きたいところである。 

 

（5）退職者の状況 

【新設法人では約 44%が 1 年 1 カ月目まで

に退職。退職理由は職場の人間関係や福祉

業界への転職が多数】 

開設時の常勤職員のうち、開設 1 年 1 カ月目

までに退職した職員は新設法人で 44.6%、既設

法人で 26.4%となっており、新設法人における

退職率の高さと既設法人における新規採用者の

退職率の高さ（87.5%）が特徴的である（図表

19）。 

 

（図表 19）開設時の常勤職員のうち開設 1 年 1

カ月目までに退職した者の割合 

 

退職理由は新設法人と既設法人で傾向が異な

る。退職理由を頻度（退職理由として多かった

上位 3 つの理由について、それぞれ順位に応じ

て重み付けをしたスコアを付与し、合計得点を

それぞれの退職理由の数で除したもの）でみる

と、新設法人では｢職場の人間関係｣（236.4%）

がもっとも多く、｢転職（福祉業界）｣（230.8%）

と続いた（図表 20）。既設法人では｢転職（福

祉業界）｣（213.5%）がもっとも多く、｢家族の

介護｣（200.0%）および｢出産・育児｣（200.0%）

が次に多かった。 

 職場の人間関係による退職 

｢職場の人間関係｣は既設法人でも 3 番目に頻

度が高かったが、新設法人よりは少なかった。

この理由の一つとして、既設法人では法人内か

らの異動者がいる場合もあり、職員同士ですで

に関係が構築されているなどして、新設法人よ

り人間関係のトラブルが生じにくいことが考え

られる。また、人間関係で問題が発生しても、

法人の別の施設の職員と入れ替えるといった対

応も可能であるだろう。 

人間関係による退職は、人間関係でトラブル

が生じた時に問題を解消するための選択肢を持

っているか、また、人間関係のトラブルを回避

するだけのノウハウがあるかといった点が影響

すると思われる。それに乏しい新設法人は経験

者を積極的に採用したり、マネジメントを行う

者に対し十分な研修を実施する、といった取組

57.1%

15.4%

71.4%

30.4%

66.7%

41.7%

87.5%

8.1%

25.0%

69.0%

91.7%

42.9%

65.8%

40.7%

139.0%

144.1%

0.0%

0.0%

0.0%

50.0%

50.0%

75.0%

125.0%

33.3%

116.7%

85.7%

28.6%

0.0%

60.0%

27.3%

166.7%

187.5%

資格取得のための実習受入れ

教員やOBを通じた推薦・仲介

人材紹介会社

学校訪問（説明会等への参加）

アルバイト求人サイト

新卒者採用サイト

転職サイト

福祉人材センター（社協）

施設入口等の掲示板

合同説明会への参加

求人情報誌

学校訪問（就職課等への働きかけ）

職員からの紹介

法人ホームページ

新聞折り込み広告

ハローワーク

新設(n=16) 既設（n=62）

新設法人

（n=7） 

既設法人

（n=53） 

 

うち新規

採用者 

うち法人

内異動者 

44.6% 26.4% 87.5% 12.5% 
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みが必要となるのではないだろうか。 

 福祉業界への転職による退職 

｢転職（福祉業界）｣も新設法人・既設法人と

も頻度が高かった。転職を決めた背景には様々

な理由があると思われるが、人材が不足してい

る昨今においては各施設で高待遇の条件を提示

する施設も多いことが予想される。転職の背景

にある事情を意識し、なるべく貴重な人材が流

出しないように努めることが求められるだろう。 

 家族の介護、出産・育児 

既設法人では｢家族の介護｣および｢出産・育

児｣の頻度が 2 番目に高かった。こうした理由の

場合、可能であれば継続して働く意思が本人に

はあると思われる。職員が介護、出産・育児等

と仕事を両立できるような制度の構築により、

こうした退職を防ぎたいところである。 

（図表 20）退職理由の頻度（新設法人・既設法

人別） 

 
注）頻度は退職理由のうち多かったものとして上位 3 位に挙げら

れた数（第 1 位を 3 ポイント、第 2 位を 2 ポイント、第 3 位を 1

ポイントとしてスコア化）を退職理由に挙げられた数で除して算

出（以下、記載がない場合は同じ） 

 

（6）職員不足が及ぼす影響 

【職員不足等により開設時点で一部休床や

受入れ制限をしている施設は 35.9%】 

開設時における職員の充足率は全体で 90.1%、

新設法人では 1 年 1 カ月以内の退職率が 44.6%

と半数弱が退職する状況にあり、職員の確保や

定着に苦戦している施設が多いことがわかった。

こうした職員の不足は施設の運営に大きな影響

を及ぼす。 

開設時に一部休床や入所者の受入れを制限し

た施設は 35.9%あり（図表 21）、その理由とし

て「運営基準上の必要職員数が確保できなかっ

た」を挙げた施設が 50.0%、「運営基準上の職

員数は満たしていたが、施設独自の職員配置基

準を満たさなかった」が32.1%だった（図表22）。 

0.0%

200.0%

0.0%

112.0%

125.0%

200.0%

125.0%

183.3%

213.5%

196.8%

0.0%

0.0%

0.0%

80.0%

100.0%

33.3%

166.7%

166.7%

230.8%

236.4%

結婚

出産・育児

定年退職

転職（福祉業界以外）

賃金水準

家族の介護

利用者の家族対応

体調不良

転職（福祉業界）

職場の人間関係

新設（n=15） 既設（n=53）
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（図表 21）開設時における一部休床や入所者の

受入れ制限の実施 

 

 

（図表 22）一部休床や受入れ制限の理由（複数

回答）（n=28） 

運営基準上の必要職員数が確保できな

かった 
50.0% 

職員が順応しやすいよう、順次の受け入

れとした 
50.0% 

運営基準上の職員数は満たしていたが、

施設独自の職員配置基準を満たさなか

った 

32.1% 

職員研修に時間が掛った 7.1% 

 

また、本調査の時点でも待機者があるにも関

わらず空床が発生している施設が全体の 36.0%

あり（図表 23）、待機者を受入れできない理由

としては｢運営基準上の必要職員数を確保でき

ていない｣（33.3%）や｢運営基準上の職員数は

満たしているが、施設独自の配置基準を満たし

ていない｣（28.6%）が挙げられた（図表 24）。 

このように、職員の不足は施設の運営にネガ

ティブな影響をもたらす。施設が十分に稼働し

なければ収益にも影響を与えるため、職員の確

保を十分に行い、かつ定着率を高めることは施

設の安定的な経営にとって重要となる。 

（図表 23）空床および待機者の有無 

 

 

（図表 24）待機者の受入れができない理由（複

数回答）（n=21） 

運営基準上の必要職員数を確保できて

いない 
33.3% 

運営基準上の職員数は満たしているが、

施設独自の配置基準を満たしていない 
28.6% 

入所希望者の医療ニーズ等、個々のニー

ズに応える体制にない 
19.0% 

その他 23.8% 

 

（7）職員定着のための取組み 

【職員定着のため半数以上の施設が給与体

系の改善や勤務体制の改善、キャリアパス

の明確化を実施】 

職員を定着させるための方法としては、職員

の不安を取り除くための研修や、処遇や労務環

境の改善、職員のモチベーションを向上させる

ような取組みが必要となる。 

開設前に実施した研修では、｢介護技術（食事、

入浴、排泄、移乗介助等）｣がもっとも多く 89.7%、

次いで｢事故防止対策・救急時対応｣（76.9%）｢接

遇・マナー｣（71.8%）が続いた（図表 25）。業

務上、すぐに求められる技術や知識に関する研

修の実施割合が高いのが特徴的である。 

未実施

64.1%

実施

35.9%
空床なし

57.3%

待機者

あり

36.0%

待機者なし

6.7%

空床あり

42.7%

n=78 

n=75 
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（図表 25）開設前に実施した研修（複数回答） 

 

注：「介護技術」は食事、入浴、排泄、移乗介助等を指す 

 

職員の定着のために実施している取組みでは、

｢給与体系の改善｣が 67.9%ともっとも多く、次

いで｢勤務体制の改善｣（61.5%）、｢キャリアパ

スの明確化｣（55.1%）が続いた（図表 26）。 

退職理由で｢職場の人間関係｣が多かったこと

を踏まえると、今後は開設前の研修、職員定着

のための取組みとともに、メンタルヘルスや職

場環境の改善に関する取組みも重要になってく

ると思われる。 

 

（図表 26）職員定着のための取組み（複数回答） 

 

おわりに―施設整備の検討にあたって― 

今次調査結果を参考に、施設整備を検討して

いる施設において留意すべき点を整理したい。 

下図は今次調査の回答施設を空床および待機

者の有無で 4 つのタイプに分類したものである。 

 

 安定しているのは「空床なし×待機者あり」 

上記の 4 つのタイプのうち、もっとも安定し

ているのが B である。B は空床がなく待機者が

いる状態であるため、当面は施設の運営に関し

ては順調であることが見込まれる。B に該当す

る施設は今次調査では 56.0%あったことから、

半数以上の施設は一定程度のニーズを見込んだ

なかで施設整備を行い、効率よく運営を行って

いるといえるだろう。 

 事前のニーズ調査と入所者確保の重要性 

C は空床があり、かつ待機者がいない状態と

なっており、これに該当する施設は 6.7%あった。

C は現在でも空床を埋めることができずに経営

が厳しい状況にあると思われるが、新たに入所

者を確保できなければ、さらに状況は悪化する。

C は 4 タイプのなかでもっとも状況が深刻であ

る。 

D は空床がなく待機者がいない状態であり、

1.3%がこれに該当した。現在はフル稼働してい

るものの、退所者が出た場合はすぐに入所者を

確保しないと C の状況にたちまち移行してしま

うため予断は許されない。C・D の例からは事

前のニーズ調査と入所者確保が重要であること

5.1%

11.5%

11.5%

39.7%

39.7%

50.0%

50.0%

59.0%

65.4%
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76.9%

89.7%

とくになし

その他

メンタルヘルス対策

服薬管理
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医療的な知識

個人情報保護

権利擁護・高齢者虐待防止
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介護記録の記入方法
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事故防止対策・救急時対応

介護技術

0.0%

14.1%

10.3%

23.1%

26.9%

32.1%

55.1%

61.5%

67.9%

とくになし

その他

職員研修の実施

ICT・介護ロボットの活用

職員交流イベントの実施

メンタルヘルスへの対応

キャリアパスの明確化

勤務体制の改善

給与体系の改善

n=78 
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がわかる。 

待機者がいない場合、本当にニーズがないか

もしくはニーズがあっても上手く把握できず入

所につなげられていない可能性が考えられる。

本当にニーズがない場合は施設の継続的な運営

に影響をきたすため、開設の検討にあたっては

第一にニーズの調査を入念に行うことが必要と

なる。 

そして、ニーズを把握し入所につなげるため

には、本文でも触れたように入所要件を満たす

高齢者を把握している施設や機関と協力体制を

築き連携を密にすること、開設後は施設の雰囲

気を実際につかんでもらうため、見学会やホー

ムページの整備といった取組みを行うこと、可

能であればショートステイやデイサービスを通

じて自施設でもなるべく入所候補者を把握する

ことがポイントとなる。 

 職員の確保とスキルの重要性 

A は待機者がいるにも関わらず、空床がある

状態、つまり施設側の事情（職員の不足や待機

者のニーズ（医療や看取り等）に合ったサービ

スが提供できない）によって待機者の受入れが

できない状況にあるとみられる。A に該当する

施設は 36.0%あったが、このタイプは施設の受

入れ体制を強化し、早急に待機者を受け入れる

ことで B へ移行することが課題となる。A の例

からは職員の確保やスキルが重要であることが

わかる。 

職員の確保については、採用の早期開始が一

つのポイントになるだろう。そのほかに職員定

着の取組みも必要となる。今次調査では、採用

しても開設 1 年後には新設法人で 4 割以上、既

設法人でも 3 割弱が退職をしていた。退職理由

としては、職場の人間関係や福祉業界への転職、

既設法人においては家族の介護や出産・育児の

退職理由も多かった。職員の定着のためには、

マネジメント体制の強化、研修の活用、処遇の

見直し、ワークライフバランスの支援に関する

制度の構築等、あらゆる手段で退職を防ぐこと

が求められる。また、スキルについては転職サ

イトや既設法人であれば法人内の人材の活用に

よる経験者の採用のほか、研修の実施による職

員のスキルの向上により対応を図ることが望ま

しい。 

以上をまとめると、今後施設整備を検討する

にあたっては、まずはニーズが地域に本当にあ

るのかについて十分に調査を行うことが重要で

あり、そのうえで入所者や職員の確保の方法に

ついて検討していくことが必要といえる。その

際に効率よく入所者や職員を確保していくため

の資料として、本調査が少しでも役に立てば幸

いである。 
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